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円滑な脱炭素のカギを握る 

カーボンフットプリントの普及に向けた課題 
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《要 点》  

 

◆ 脱炭素の機運が高まるなか、多くの企業が温室効果ガス（ＧＨＧ）排出削減に取り

組んでいるものの、ＧＨＧ排出の実態把握の難しさが課題となっている。こうした

なか、各製品・サービスのライフサイクル全体のＧＨＧ排出量を可視化するカーボ

ンフットプリント（ＣＦＰ、Carbon Footprint of Products）への注目が高まる。 

 

◆ ＣＦＰには脱炭素の推進に向けて様々な役割が期待されており、具体的には、①サ

プライチェーン全体のＧＨＧ排出量の正確な計測、②排出削減に向けた課題の特

定、②低炭素製品・サービスの普及後押し、④家計における排出削減・意識改革の

後押し、⑤ＣＦＰを基準した実効性の高い気候変動政策の立案など。 

 

◆ しかしながら、現時点ではわが国でＣＦＰが算出されている製品・サービスは限ら

れる。普及に向けて、以下の取り組みが求められる。 

（１）ＧＨＧ排出量計測の普及 

大手企業に対するＧＨＧ排出量の開示義務化に加えて、中小企業に対するＧＨＧ排

出量計測システム導入やＧＨＧ計測スキル習得の支援を強化。また、中小企業の脱

炭素をサポートする脱炭素アドバイザー資格制度等の早期導入も重要。 

（２）データ共有プラットフォームの構築 

政府や業界団体、サプライチェーン中核企業等が連携して、広範な企業が参加可能

なデータ共有プラットフォームの構築や共通データフォーマット等の整備を推進。 

（３）ＣＦＰの信頼性確保 

企業・消費者が安心して活用できるよう、ＣＦＰ算出・表示に関する具体的なルー

ルや第三者認証の仕組みを整備。 

（４）ＣＦＰ算出へのインセンティブ強化 

ＣＦＰの低い製品・サービスへのエコポイント付与や公共調達での加点評価のほ

か、一部製品へのＣＦＰ開示義務化・上限設定等の規制。また、ＧＨＧ排出コスト

を可視化するカーボンプライシングとの組み合わせも有効。化石燃料賦課金の導入

時期を前倒しし、ＣＦＰを算出した製品・サービスへの賦課金の一時免除も一案。 
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１．はじめに 

近年、多くの企業が温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出削減に向けた取り組みを始めているが、具体

的な排出削減策を検討するうえで、ＧＨＧ排出の実態把握が大きな課題となっている。とくに、足

元では、企業に対して、サプライチェーン全体のＧＨＧ排出量（サプライチェーン排出量）の削減

要請が強まっており、自社の生産プロセスだけでなく、サプライチェーンの上流／下流における間

接的なＧＨＧ排出量の把握も必要となってきている。こうしたなか、各製品・サービスのライフサ

イクル全体のＧＨＧ排出量を可視化するカーボンフットプリント（ＣＦＰ、Carbon Footprint of 

Products）への注目が高まっている。わが国政府も、ＣＦＰを脱炭素の推進に不可欠な仕組みと位

置づけ、本年３月にＣＦＰ算定などに関する考え方や取組方針を示した「カーボンフットプリント 

ガイドライン」を公表し、ＣＦＰの普及に向けた取り組みを進めている。 

そこで本稿では、脱炭素の推進においてＣＦＰに期待される役割を整理したうえで、ＣＦＰの普

及に向けて今後政府・企業に求められる取り組みを検討する。 

 

２．カーボンフットプリントの概要 

（1）カーボンフットプリントとは 

ＣＦＰとは、各製品・サービスのライフサイクル全体のＧＨＧ排出量を合計したものであり、具

体的には、原材料調達から生産、流通・販売、使用、廃棄・リサイクルといったライフサイクルの各

段階におけるＧＨＧ排出量を合計して算出される（図表１）。 

 

 

 

 

（図表１）カーボンフットプリントのイメージ

①原材料調達 ②生産 ③流通・販売 ④使用・維持管理 ⑤廃棄・リサイクル

資源採取から原材料・部
品が生産施設に入るまで

生産施設に入ってから生
産ゲートを出るまで

生産ゲートを出てから消費
者が手に取るまで

消費者の所有から廃棄場
まで

廃棄時点から自然に還る
か、リサイクルされるまで

ライフサイクル
の概要

紙パック牛乳
における例

・紙パックの生産
・乳牛の飼育

・牛乳の製造
・パッケージング

・輸配送
・冷蔵配送

・冷蔵 ・紙パック収集
・リサイクル処理

CFP＝ライフサイクルの各段階におけるCO2排出量の算出して合算する

（資料）経産省、環境省等を基に日本総研作成

（注）算定対象のライフサイクルのステージは、最終製品では①～⑤の合計（Cradle to Grave CFP）となるが、中間製品では
サプライチェーン下流での活用を想定して①～②の合計（Cradle to Gate CFP）で算出されることがある。

車用蓄電池
における例

・リチウム等の採掘・精錬
・正極等の部品製造

・セル・パック製造 ・輸配送 ・充放電ロス ・回収、放電、解体
・無害化、リサイクル処理

加工原材料 製造輸送 梱包

廃棄

処理

輸送 販売

廃棄

処理

廃棄

処理

輸送 使用

輸送廃棄

処理

フローの
イメージ
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ＣＦＰの算出は、2000 年代から国内外で様々な取り組みが進められており1、わが国でも、2009

～11 年に経産省・国交省・農水省・環境省による試行事業が行われ、その後、民間に移管され、現

在はサステナブル経営推進機構（SuMPO）が運営する「SuMPO 環境ラベルプログラム」となって

いる（図表２）。また、農水省は、2020 年からフードサプライチェーンの GHG 排出削減の可視化に

向けた検討会2を立ち上げ、2022 年には、一部の農産物のＧＨＧ排出量を簡易算定するツールを開

発して、排出削減の取り組みの効果をラベル化して農産物に貼付する実証事業を進めており、小売

り大手のイオンなども参画している3。さらに、本年３月には、経産省・環境省が「カーボンフット

プリント ガイドライン」を策定し、ＣＦＰを脱炭素の推進に不可欠な仕組みと位置づけて、ＣＦＰ

算定などに関する考え方や取組方針を示すとともに、同５月には、「カーボンフットプリント ガイ

ドライン （別冊）ＣＦＰ実践ガイド」を公表して、具体的な算定方法やモデル事業4で得られた知見

の解説を行うなど、ＣＦＰの普及に向けた取り組みを進めている。 

 

（２）期待される役割 

従来、ＣＦＰは環境負荷の低い製品・サービスの消費者に対するアピールを目的として取り組ま

れることが多かったが、近年は、脱炭素に向けた取り組みが広がるなか、ＣＦＰには様々な役割が

期待されている。具体的には、次の５つが挙げられる。 

 

①サプライチェーン排出量の正確な計測 

近年、大手企業を中心に、サプライチ

ェーン排出量の開示・削減を求められ

ており、自社の生産プロセスに伴うＧ

ＨＧ排出量（Scope1・2 排出量）だけで

なく、サプライチェーンの上流／下流

における 間接的なＧＨＧ 排出量

（Scope3 排出量）の計測も必要となっ

ている（図表２）。しかし、現時点では、

購入した製品・サービスの生産プロセ

スにおけるＧＨＧ排出量といった

Scope3 排出量を正確に把握することは

難しく、通常は、製品・サービス分類の

平均的な排出量などを用いて簡易的に

算出される。今後、幅広い製品・サービ

 
1 英国では 2008 年に Carbon Trust 社や英国規格協会(BSI)がＣＦＰ算定の共通規格 PAS2050 を発行した。フラン

スでは 07 年から環境・エネルギー管理庁（ADEME）や小売り大手企業が取り組みを始め、アパレルや食品におけ

るＣＦＰ表示義務化も検討されている。13 年には国際規格 ISO14067 が発行、18 年に改訂されて ISO14067：

2018（温室効果ガス-製品のカーボンフットプリント-算定のための要求事項及び指針として）となっている。 
2 フードサプライチェーンにおける脱炭素化の実践とその可視化の在り方検討会。気候関連情報開示の枠組みであ

るＴＣＦＤ対応の手引書や脱炭素化技術に関する紹介資料の公開などを行っている。 
3 日本経済新聞電子版 2023 年 5 月 9 日「イオン、食品の CO2 削減見える化 最大 23 品にラベル表示」 
4 「製品・サービスのカーボンフットプリントに係るモデル事業」。ＣＦＰの算定や表示・活用に関するロールモデ

ルの構築することを目的としており、2022 年度は、コーセー、東京吉岡、明治ホールディングス、ユナイテッドア

ローズの４社が参加した。 

（図表２）ＧＨＧ排出量の分類

（資料）GHGプロトコル

Scope
1

事業者の直接排出（燃料使用、工業プロセス）

Scope
2

他社供給の電気・熱等の使用に伴う間接排出

Scope
3

Scope１、２以外の間接排出

1 購入した製品・サービス 9 輸送、配送（下流）

2 資本財 10 販売した製品の加工

3
Scope1,2以外の
燃料、エネルギー

11 販売した製品の使用

4 輸送、配送（上流） 12 販売した製品の廃棄

5 事業から出る廃棄物 13 リース資産（下流）

6 出張 14 フランチャイズ

7 雇用者の通勤 15 投融資

8 リース資産（上流） その他（任意）
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スにおいてＣＦＰが算出されれば、サプライチェーン全体の排出実態をより正確に把握することが

可能となる。 

 

②排出削減に向けた課題の特定、対策検討 

ＣＦＰの活用によってサプライチェーンにおけるＧＨＧ排出量の多いプロセスや原材料・部品な

どを特定できれば、サプライチェーン排出量の削減に向けて優先的に取り組むべき課題を把握する

ことができる。とくに、多くの中小企業は気候変動問題の経営への影響や自社の製品・サービスの

環境負荷を十分に認識できておらず5、排出削減に向けた課題の特定が急務といえる。また、簡易的

な計測では十分に把握できない間接的なＧＨＧ排出量の削減策の効果を計測できるようになること

も6、サプライチェーン全体での排出削減に向けた取り組みの後押しとなるだろう。 

 

③低炭素製品・サービスの普及後押し 

企業によるＧＨＧ排出量に関する情報開示は、企業全体や部門別、ＧＨＧプロトコルに基づくカ

テゴリ別（前掲、図表２）のデータが中心であり、投資家や金融機関による投融資判断などには活用

できるものの、企業や家計が個別の製品・サービスを購入する際の判断材料としては活用しにくい。

ＣＦＰによって製品・サービス単位のＧＨＧ排出量や排出削減効果が可視化されれば、企業や家計

が低炭素製品・サービスを選択して購入できるようになるため、低炭素製品・サービスの普及を後

押しすることが期待される。また、販売する企業にとっても、製品・サービスの排出削減効果を具体

的に掲げることが可能になるため、低炭素製品・サービスの積極的な開発・販売につながると考え

られる。 

 

④家計における排出削減・意識改革の後押し 

家計においても気候変動問題の認知度は高まっているものの、今のところＧＨＧ排出削減に向け

た具体的な取り組みが広がっているとはいいがたい。内閣府の世論調査7をみても、家計が取り組む

温暖化対策は「冷暖房の設定温度の調整」や「こまめな消灯」などにとどまっている。ＣＦＰが普及

すれば、日常の消費活動のなかでＣＦＰの低い製品・サービスを優先して購入することによって排

出削減に貢献することが可能となるため、家計にとって、脱炭素に向けた取り組みの選択肢が大き

く広がる。また、日常的に製品・サービスのＧＨＧ排出量を認識することになれば、家計における脱

炭素に向けた意識の高まりも期待される。 

 

⑤気候変動政策の実効性向上 

政府においては、ＣＦＰやサプライチェーン排出量を基準とした政策設計を行うことによって、

気候変動政策の実効性向上が期待できる。たとえば、ＣＦＰの低い製品・サービスに対する認証・補

助金制度や、ＣＦＰが基準値を超えた製品・サービスに対する規制などが考えられる。実際、ＥＵで

 
5 中小企業における脱炭素の遅れについては、大嶋秀雄「中小企業の脱炭素のカギを握る銀行セクター～多面的支

援を行う仕組みづくりが急務～」日本総研 ResearchFocusNo.2021-045（2021 年 12 月 27 日）を参照。また、Ｃ

ＦＰの算定が広がるなかで、サプライチェーンに属する中小企業においてもＧＨＧ排出量の計測を求められること

になるため、自社排出についても可視化されて排出削減策の検討につながりやすくなる。 
6 簡易的な計測では、ＧＨＧ排出量の少ない原材料に切り替えても、製品分類が変わらなければ排出削減を主張す

ることができない。 
7 内閣府「気候変動に関する世論調査」（2020 年 11 月調査）。 
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は、蓄電池に対するＣＦＰの開示義務や上限設定などを定めた規制の導入が検討されているほか、

米国では、一部の公共調達においてＣＦＰの低い製品を優遇する政策が導入されている。 

 

３．政府・企業に求められる取り組み 

脱炭素の推進に向けて様々な役割が期待されるＣＦＰであるが、今のところわが国でＣＦＰが算

出されている製品・サービスは限られる。たとえば、先述の SuMPO 環境ラベルプログラムの認定

製品数は 805 品目8にとどまり、農水省の実証事業の対象品目は今のところ３品目9のみである。 

以下では、今後、ＣＦＰを普及させるために求められる取り組みを整理する。 

 

（１）ＧＨＧ排出量計測の普及 

ＣＦＰを正確に算出するためには、サプライ

チェーンに関与するあらゆる企業におけるＧ

ＨＧ排出量の計測が必要となる。しかし、現状、

大手企業でも十分に計測できているとはいい

がたく10、中小企業では、大半の企業がＧＨＧ排

出量を計測できていない。2022 年７月に商工中

金が行った調査によると、自社の排出量を測定

している中小企業は全体の７％にとどまった

（図表３）。 

したがって、まずは、企業におけるＧＨＧ排

出量計測を普及させることが急務といえる。具

体的には、上場企業に対してＧＨＧ排出量の計

測・開示を早期に義務化する11とともに、中小企

業に対しては、ＣＦＰ算出に対応したＧＨＧ排出量計測システム12の導入・維持費用に対する補助金

や、ＧＨＧ排出量計測に必要なスキル習得（リスキリング）支援制度の導入などによってＧＨＧ排

出量の計測を後押しすることが考えられる。また、政府が一定の基準を設けてＧＨＧ排出量計測シ

ステムを審査して公的な認証を与えれば、中小企業が安心して導入できるようになるだろう。加え

て、ＣＦＰの算出には、製品・サービス単位の詳細なＧＨＧ排出量の計測が必要となるため、計測体

制の構築に向けて、専門家によるサポートも重要となる。現在、環境省が検討を進める「脱炭素アド

バイザー資格制度認定事業」においても、脱炭素アドバイザーに期待される主な役割として「ＧＨ

 
8 2023 年 6 月 7 日現在の「ＣＦＰ宣言」および複数領域の環境宣言である「エコリーフ宣言」の合計。公開終了を

含む。 
9 2022 年度はコメ、トマト、キュウリの３品目であり、今後 20 品目が追加される予定である。 
10 日本取引所「ＴＣＦＤ提言に沿った情報開示の実態調査（2022 年度）」（2023 年 1 月 23 日）によれば、ＪＰＸ

日経インデックス 400 を構成するわが国を代表するグローバル企業においても、Scope1・2 排出量の情報開示率は

65％であり３分の１は開示しておらず、Scope3 排出量の情報開示率は 48％にとどまる。 
11 国際会計基準財団（ＩＦＲＳ財団）が設置した国際サステナビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）が進めている気候

関連開示（Ｓ２）では、Scope3 排出量の開示には経過措置が導入されるとみられるものの、ＧＨＧ排出量の開示が

義務化される見通し。米国の米国証券取引委員会（ＳＥＣ）が進めている気候関連情報開示の規則案においても、

Scope3 排出量を含めた開示義務化が検討されている。 
12 専門企業や金融機関などがＧＨＧ排出量測定サービスを展開しており、主要なサービスを展開する企業の公表に

よれば、数千社が導入している。また、三井物産はＣＦＰを計測するサービス「LCA Plus」の提供を始めている。

一部のＧＨＧ排出量計測システムはＩＴ導入補助金の対象となるＩＴツールに認定されている。 

7.1

11.8

81.1

0 20 40 60 80 100

実施済み

検討中

予定なし

（図表３）中小企業における
自社のGHG排出量の測定状況

関する調査 （2022年7月）」
（資料)商工中金「中小企業のESGへの取組状況に （％）
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Ｇ排出量計測方法の説明／提供」が挙げられている。脱炭素アドバイザー資格制度を導入したうえ

で、政府・自治体が実施する専門家派遣事業において、脱炭素アドバイザーを派遣対象とすれば、Ｇ

ＨＧ排出量測定サポートの強化につながるだろう。 

もっとも、中小企業におけるＧＨＧ排出量計測の普及には時間を要するため、当面は、可能な範

囲で直接計測したＧＨＧ排出量データ（１次データ）を活用しながら、製品・サービス分類の平均的

なＧＨＧ排出量データ（２次データ13）も活用してＣＦＰを算出せざるを得ない。そのため、２次デ

ータによる計測精度の向上に向けて、環境省などが提供するオープンアクセスの２次データベース

の精緻化も必要となる。 

 

（２）データ共有プラットフォームの構築 

サプライチェーンには多数の企業が関与しているだけでなく、１つの企業が複数のサプライチェ

ーンに関与するケースも多いため、各企業において、販売するすべての製品・サービスのＣＦＰ算

出に必要なＧＨＧ排出量データを個別に収集するのは現実的ではない。とくに、同じサプライチェ

ーンに関与しているものの、直接取引関係のない企業からデータを収集するハードルは高い。 

したがって、ＣＦＰの算出に向けては、ＧＨＧ排出量データをサプライチェーン内で共有するプ

ラットフォームの構築が必要となる14。すでに、国内外でサプライチェーン内のデータ共有プラット

フォームの構築を目指す動きがあり、たとえば、ドイツの自動車セクターでは、データ共有プラッ

トフォーム「Catena-X」15が構築され、参加企業は 150 社を超えており、ＢＭＷ、メルセデス・ベ

ンツ、フォルクスワーゲンといった競争関係にある自動車メーカーも同じプラットフォームに参加

している。わが国においても、電子情報技術産業協会（JEITA）を中心に様々な業界の企業が参画し

て「Green x Digital コンソーシアム」が設立され、デジタル技術を活用したサプライチェーン内の

ＧＨＧ排出量データ等の共有手法開発などが進められている16。今後は、実証事業などを通じてプラ

ットフォーム構築に向けた課題の洗い出しや技術開発などを進めるとともに、政府や経済団体、サ

プライチェーン中核企業などが連携して、データ共有プラットフォームの構築・拡大を促していく

必要がある。ただし、様々な規格のプラットフォームが乱立すると複数のサプライチェーンに属す

る企業などにおけるデータ入力負担の増加やデータ連携の混乱につながる恐れがあるため、広範な

産業・企業が参加可能なプラットフォームの構築を目指すとともに、共通のデータフォーマットや

データ共有に関するルールなどを策定することも必要となる17。なお、ＧＨＧ排出量に関する詳細な

 
13 代表的な２次データとして、環境省が「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排

出原単位データベース」を公開しているほか、産業技術総合研究所が開発した IDEA があり、最新の IDEA 

Version 3.1 では、約 4,700 種の農・林・水産物、工業製品等の環境負荷物質（CO2 や NOx、SOx，ヒ素、カドミ

ウム、鉛などの化学物質の排出、鉄や銅などの資源消費）を定量的に示している。しかし、２次データによる計測

では、部品や原材料などの生産過程における排出削減の取り組みの効果が反映されないため、サプライチェーン排

出量の削減に向けた取り組みにつながりにくい。 
14 サプライチェーン内のデータ共有プラットフォームは、ＧＨＧ排出量データだけでなく、有害物質やオゾン層破

壊、生態系への影響などに関する情報（環境フットプリント）の共有にも活用できるほか、サプライチェーンの効

率化・強靭化といった、企業の競争力強化にも活用できる。 
15 2020 年にＢＭＷやメルセデス・ベンツ、ボッシュ、ＳＡＰ、シーメンス等によって設立が公表され、2023 年 5

月 15 日現在、自動車・部品メーカーのほか、化学、素材、産業用機械、通信・ＩＴ、研究機関など 153 社が参加

しており、中小企業も参加可能となっている。わが国からも富士通などが参加している。ＧＨＧ排出量を含めた

様々なデータ連携の標準化を進め、サプライチェーンのトレーサビリティ向上や最適化を目指している。 
16 住友化学は自社の開発したＣＦＰ算出システム「ＣＦＰ－ＴＯＭＯ」を取引先企業などに無償提供している 
17 サプライチェーンはグローバルに広がっており、海外とのデータ連携も必要となるため、データフォーマットな

どの国際標準化も進めるべきであろう。 
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情報は企業の競争力にかかわる機密情報18となりうるため、共有するデータ範囲を制限するといっ

た機密保護への配慮も重要となる。 

 

（３）信頼性の確保 

 ＣＦＰの信頼性を高める制度面の対応も重要である。現状、ＣＦＰの算出や表示などに関する具

体的なルールはなく、たとえば、先述の SuMPO 環境ラベルプログラムと農水省の実証事業の環境

ラベルを単純に比較することはできない。今後、様々な製品・サービスにおいてＣＦＰが算出・表示

されても、企業によって算出・表示方法が大きく異なると、消費者の誤解や混乱の原因となり、ＣＦ

Ｐの普及をむしろ妨げる懸念がある。また、グリーンウォッシュ（見せかけの環境対応）との批判を

受ける恐れもある。 

したがって、ＣＦＰの普及に向けては、ＣＦＰの算出や表示などに関する具体的なルールや第三

者認証の仕組みを整備して、ＣＦＰの正確性や比較可能性を高め、企業や消費者が安心して活用で

きる仕組みにすることが重要といえる。もっとも、一つ一つの製品・サービスについて第三者認証

を取得するのは現実的ではないため、プラットフォーム単位で認証する仕組みなども検討すべきで

あろう。 

 

（４）ＣＦＰ算出へのインセンティブ強化 

 ＣＦＰを算出するインセンティブの強化も大きな課題といえる。正確なＣＦＰを算出するために

は、ＧＨＧ排出量の計測やデータ共有プラットフォームの構築・運営などに伴って企業に多くのコ

スト負担が発生するが、ＣＦＰの算出に必要なコストを販売価格に上乗せできるかは不透明である。

とくに、家計や中小企業は、脱炭素の重要性を認識していたとしても、ＣＦＰを表示した製品・サー

ビスの価格が割高になった場合、購入をためらう可能性がある。 

 したがって、多くの企業がＣＦＰの算出に積極的に取り組むためには、ＣＦＰの算出・表示のイ

ンセンティブを高めることが不可欠といえる。具体的には、ＣＦＰの低い製品・サービスに対する

エコポイントの導入や公共調達における加点評価といったインセンティブの強化のほか、先述の欧

州における蓄電池規則案のように、一部の製品・サービスへのＣＦＰ開示義務化・上限値設定とい

った規制の導入も有効であろう。 

加えて、ＧＨＧ排出量に対する課税などで排出コストを可視化するカーボンプライシングとの組

み合わせも有効といえる19。たとえば、2028 年度以降に導入予定である化石燃料賦課金20を前倒し

して導入したうえで、１次データを用いたＣＦＰの算出・表示を行った製品・サービスに対しては

賦課金を一定期間免除する仕組みなどを導入すれば、ＣＦＰを算出するインセンティブを高められ

るだろう。 

 

 
18 企業や製品・サービスのブランドイメージや、資金調達などに影響を及ぼすだけでなく、原材料等の詳細なＧＨ

Ｇ排出量や算出に用いる活動量（数量・分量など）のデータは、原材料の種類・配分や生産プロセスといった競争

力にかかわる情報を類推させるため、機密性が高い。 
19 カーボンプライシングによってＧＨＧ排出コストが上乗せされれば、ＣＦＰの低い（＝ＧＨＧ排出量の少ない）

製品・サービスは相対的に割安になる。 
20 化石燃料の輸入事業者等に対して、化石燃料に由来するＣＯ2 排出量に応じて賦課金を徴求するもの。詳細は、

大嶋秀雄「わが国の GX 戦略の評価と今後求められる取り組み」日本総研 Viewpoint（2023 年３月２日）参照。 
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４．おわりに 

ここまでみてきたように、ＣＦＰには脱炭素の推進において重要な役割が期待されているもの

の、普及に向けて解決すべき課題は多い。今後は、官民が連携して、本稿で示したような取り組み

を進め、幅広い製品・サービスにおけるＣＦＰの算出を実現していくことが求められる。ＣＦＰの

普及によって、円滑にＧＨＧ排出削減が進められ、早期の脱炭素社会の実現につながることが期待

される。 

以  上 
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